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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置であって、
　情報処理装置上で動作しているアプリケーションプログラムの画面を表示面に表示する
表示手段と、
　前記表示面上における指示体の位置を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された位置を示す情報を含む問い合わせを前記情報処理装置に
送信する第１送信手段と、
　前記問い合わせに対する回答として、前記画面において前記アプリケーションプログラ
ムに対して入力を行うための画像オブジェクトを含む第１の範囲内に前記位置があるかの
判定結果を受信する受信手段と、
　前記表示装置の動作モードが第１モードである場合、前記検知手段により検知された位
置の軌跡に応じた線を前記表示面に描画する描画手段と、
　前記動作モードが第２モードである場合、前記検知手段により検知された位置を示す情
報を前記情報処理装置に送信する第２送信手段と、
　前記動作モードが前記第１モードである場合において、前記検知手段により検知された
位置が前記第１の範囲内であること示す前記判定結果を前記受信手段が受信したときは、
当該動作モードを前記第２モードに切り替える切り替え手段と
　を有する表示装置。
【請求項２】
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　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、
　前記描画手段は、
　　前記第１イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡に応じて前記線を描
画し、
　　前記受信手段が前記回答を受信する前から、前記線の描画を開始し、
　　前記検知手段により検知された位置が前記第１の範囲内であることを示す前記判定結
果を前記受信手段が受信し、かつ、前記線の長さが第１のしきい値よりも短い場合、当該
線を消去する
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、
　前記描画手段は、
　　前記第１イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡に応じて前記線を描
画し、
　　前記受信手段が前記回答を受信するまでは、前記線の描画を開始せず、
　　前記線の長さが第１のしきい値よりも長くなった場合、当該線の少なくとも一部を描
画する
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記線の長さが前記第１のしきい値よりも長くなった場合、前記描画手段は、当該線に
関し前記第１イベントが最初に検知された点まで遡って当該線を描画する
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記検知手段は、前記表示面に接触していた前記指示体が当該表示面から離れたことを
示す第２イベントを検知し、
　前記第１送信手段は、
　　前記第２イベントを検知した時点で、前記線が第２のしきい値よりも短い場合、前記
第２イベントが前記検知手段により検知されると前記問い合わせを送信し、
　　前記第２イベントを検知した時点で、前記線が前記第２のしきい値よりも長い場合、
前記第２イベントが前記検知手段により検知されても、前記問い合わせを送信しない
　ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記動作モードが前記第２モードに切り替わってから第１の時間が経過するまで、前記
第１送信手段は、前記問い合わせを送信しない
　ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、
　前記切り替え手段は、前記動作モードが前記第２モードである場合において、前記第１
イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡の長さが第３のしきい値よりも長
いときは、当該動作モードを前記第１モードに切り替える
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面から離れておりかつ当該表示面との距離が第
４のしきい値以下であることを示す第３イベントを検知し、
　前記第１送信手段は、前記第３イベントが前記検知手段により検知されているときに前
記問い合わせを送信する
　ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか一項に記載の表示装置。
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【請求項９】
　前記動作モードが切り替わったことをユーザーに通知する通知手段
　を有する請求項１ないし８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　情報処理装置上で動作しているアプリケーションプログラムの画面を表示面に表示する
ステップと、
　前記表示面上における指示体の位置を検知するステップと、
　前記検知された位置を示す情報を含む問い合わせを前記情報処理装置に送信するステッ
プと、
　前記問い合わせに対する回答として、前記画面において前記アプリケーションプログラ
ムに対して入力を行うための画像オブジェクトを含む第１の範囲内に前記位置があるかの
判定結果を受信するステップと、
　自装置の動作モードが第１モードである場合、前記検知された位置の軌跡に応じた線を
前記表示面に描画するステップと、
　前記動作モードが第２モードである場合、前記検知された位置を示す情報を前記情報処
理装置に送信するステップと、
　前記動作モードが前記第１モードである場合において、前記検知された位置が前記第１
の範囲内であること示す前記判定結果が受信されたときは、当該動作モードを前記第２モ
ードに切り替えるステップと
　を有する表示制御方法。
【請求項１１】
　コンピューターに、
　当該コンピューター上で動作しているアプリケーションプログラムの画面を表示装置に
より表示面に表示するステップと、
　前記表示面上において検知された指示体の位置を取得するステップと、
　前記画面において前記アプリケーションプログラムに対して入力を行うための第１画像
オブジェクトを含む第１の範囲内に前記位置があるか判定するステップと、
　自装置の動作モードが第１モードである場合、前記検知された位置の軌跡に応じた線を
前記表示面に描画するステップと、
　前記動作モードが第２モードである場合、前記検知された位置に第２画像オブジェクト
を表示させるステップと、
　前記動作モードが前記第１モードである場合において、前記検知された位置が前記第１
の範囲内であると判定されたときは、当該動作モードを前記第２モードに切り替えるステ
ップと
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指示体の位置に応じて、第１モードと第２モードで異なる処理を行う表示装
置の動作モードを切り替える技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示面上において指示体で指示された位置に応じた画像を表示する表示装置が知られて
いる。例えば特許文献１には、指示体（ポインター）により指示された位置に応じた画像
を、映像供給装置（ＰＣ）から供給される画像に重ねて投写するプロジェクターが記載さ
れている。このプロジェクターの動作モードには、指示体の座標に応じてプロジェクター
が画像を描画する動作モード、および指示体の座標をポインティングデバイスの座標とし
てＰＣが画像を描画する動作モードがある。特許文献１において、これら２つの動作モー
ドは、表示されるメニューバーに対する操作に応じて切り替えられる。また、特許文献２
には、タッチパネルを有する表示装置において、ドラッグ長（画面をタッチしてから離す
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までに移動した長さ）に応じて動作モードを切り替えることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１３４４０９号公報
【特許文献２】特開２００５－９２５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術においては、プロジェクターにメニューを表示させ、その中か
ら動作モードの切り替えに相当する項目を選択する操作を行う必要があった。また、ユー
ザーが動作モードの切り替えを行う意図を有しているかどうかは、指示体により指示され
た位置において映像供給装置により表示されている画像オブジェクトに依存する場合があ
るところ、特許文献２に記載の技術においてはこの点が考慮されていなかった。
【０００５】
　本発明は、メニューの表示および選択によらずに、よりユーザーの意図を反映して自動
的に表示装置の動作モードを切り替える技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、情報処理装置上で動作しているアプリケーションプログラムの画面を表示面
に表示する表示手段と、前記表示面上における指示体の位置を検知する検知手段と、前記
検知手段により検知された位置を示す情報を含む問い合わせを前記情報処理装置に送信す
る第１送信手段と、前記問い合わせに対する回答として、前記画面において前記アプリケ
ーションプログラムに対して入力を行うための画像オブジェクトを含む所定範囲内に前記
位置があるかの判定結果を受信する受信手段と、自装置の動作モードが第１モードである
場合、前記検知手段により検知された位置の軌跡に応じた線を前記表示面に描画する描画
手段と、前記動作モードが第２モードである場合、前記検知手段により検知された位置を
示す情報を前記情報処理装置に送信する第２送信手段と、前記動作モードが前記第１モー
ドである場合において、前記検知手段により検知された位置が前記所定範囲内であること
示す前記判定結果を前記受信手段が受信したときは、当該動作モードを前記第２モードに
切り替える切り替え手段とを有する表示装置を提供する。
　この表示装置によれば、メニューの表示および選択によらずに、よりユーザーの意図を
反映して自動的に表示装置の動作モードを第２モードに切り替えることができる。
【０００７】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、前記描画手段は、前記第１イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡
に応じて前記線を描画し、前記受信手段が前記回答を受信する前から、前記線の描画を開
始し、前記検知手段により検知された位置が前記所定範囲内であること示す前記判定結果
を前記受信手段が受信し、かつ、前記線の長さがしきい値よりも短い場合、当該線を消去
してもよい。
　この表示装置によれば、ユーザーの意図と反して描かれた線を消去することができる。
【０００８】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、前記描画手段は、前記第１イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡
に応じて前記線を描画し、前記受信手段が前記回答を受信するまでは、前記線の描画を開
始せず、前記線の長さがしきい値よりも長くなった場合、当該線の少なくとも一部を描画
してもよい。
　この表示装置によれば、ユーザーが画像オブジェクトに対して行った操作により線が描
かれることを防止しつつ、ユーザーが線を描こうとしているときには線を描くことができ
る。
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【０００９】
　前記線の長さがしきい値よりも長くなった場合、前記描画手段は、当該線に関し前記第
１イベントが最初に検知された点まで遡って当該線を描画してもよい。
　この表示装置によれば、ユーザーが線を描こうとしているときには始点まで遡って線を
描くことができる。
【００１０】
　前記検知手段は、前記表示面に接触していた前記指示体が当該表示面から離れたことを
示す第２イベントを検知し、前記第１送信手段は、前記第２イベントが前記検知手段によ
り検知されたことを契機として前記問い合わせを送信し、前記第２イベントが前記検知手
段により検知された場合であっても、当該時点で前記線の長さがしきい値よりも長い場合
、前記問い合わせを送信しなくてもよい。
　この表示装置によれば、問い合わせによる待ち時間が発生する頻度を低減することがで
きる。
【００１１】
　前記動作モードが前記第２モードに切り替わってからしきい値時間経過するまで、前記
第１送信手段は、前記問い合わせを送信しなくてもよい。
　この表示装置によれば、問い合わせによる待ち時間が発生する頻度を低減することがで
きる。
【００１２】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面に接触していることを示す第１イベントを検
知し、前記切り替え手段は、前記動作モードが前記第２モードである場合において、前記
第１イベントが連続して検知されている間の前記位置の軌跡の長さがしきい値よりも長い
ときは、当該動作モードを前記第１モードに切り替えてもよい。
　この表示装置によれば、メニューの表示および選択によらずに、よりユーザーの意図を
反映して自動的に表示装置の動作モードを第１モードに切り替えることができる。
【００１３】
　前記検知手段は、前記指示体が前記表示面から離れておりかつ当該表示面との距離がし
きい値以下であることを示す第３イベントを検知し、前記第１送信手段は、前記第３イベ
ントが前記検知手段により検知されているときに前記問い合わせを送信してもよい。
　この表示装置によれば、ユーザーが体感する待ち時間を低減することができる。
【００１４】
　この表示装置は、前記動作モードが切り替わったことをユーザーに通知する通知手段を
有してもよい。
　この表示装置によれば、ユーザーは、動作モードが切り替わったことを容易に確認する
ことができる。
【００１５】
　また、本発明は、情報処理装置上で動作しているアプリケーションプログラムの画面を
表示面に表示するステップと、前記表示面上における指示体の位置を検知するステップと
、前記検知された位置を示す情報を含む問い合わせを前記情報処理装置に送信するステッ
プと、前記問い合わせに対する回答として、前記画面において前記アプリケーションプロ
グラムに対して入力を行うための画像オブジェクトを含む所定範囲内に前記位置があるか
の判定結果を受信するステップと、自装置の動作モードが第１モードである場合、前記検
知された位置の軌跡に応じた線を前記表示面に描画するステップと、前記動作モードが第
２モードである場合、前記検知された位置を示す情報を前記情報処理装置に送信するステ
ップと、前記動作モードが前記第１モードである場合において、前記検知された位置が前
記所定範囲内であること示す前記判定結果が受信されたときは、当該動作モードを前記第
２モードに切り替えるステップとを有する表示制御方法を提供する。
　この表示制御方法によれば、メニューの表示および選択によらずに、よりユーザーの意
図を反映して自動的に表示装置の動作モードを第２モードに切り替えることができる。
【００１６】
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　さらに、本発明は、コンピューターに、当該コンピューター上で動作しているアプリケ
ーションプログラムの画面を表示装置により表示面に表示するステップと、前記表示面上
において検知された指示体の位置を取得するステップと、前記画面において前記アプリケ
ーションプログラムに対して入力を行うための第１画像オブジェクトを含む所定範囲内に
前記位置があるか判定するステップと、自装置の動作モードが第１モードである場合、前
記検知された位置の軌跡に応じた線を前記表示面に描画するステップと、前記動作モード
が第２モードである場合、前記検知された位置に第２画像オブジェクトを表示させるステ
ップと、前記動作モードが前記第１モードである場合において、前記検知された位置が前
記所定範囲内であると判定されたときは、当該動作モードを前記第２モードに切り替える
ステップとを実行させるためのプログラムを提供する。
　このプログラムによれば、メニューの表示および選択によらずに、よりユーザーの意図
を反映して自動的に表示装置の動作モードを第２モードに切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】一実施形態に係る表示システム１の機能構成を示す図。
【図２】表示装置１０のハードウェア構成を例示する図。
【図３】情報処理装置３０のハードウェア構成を例示する図。
【図４】インタラクティブモードの概要を示す図。
【図５】ＰＣモードの概要を示す図。
【図６】動作例１に係るモード切り替え処理を示すフローチャート。
【図７】動作例２に係るモード切り替え処理を示すフローチャート。
【図８】動作例３に係るモード切り替え処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
１．構成
　図１は、一実施形態に係る表示システム１の機能構成を示す図である。表示システム１
は、表示装置１０、指示体２０、および情報処理措置３０を有する。表示装置１０は、情
報処理措置３０から供給される映像を表示面に表示する装置である。情報処理装置３０は
、表示装置１０に映像を供給する映像供給装置の一例である。この例で、情報処理装置３
０は汎用のパーソナルコンピューターであり、アプリケーションプログラムを動作させる
機能を有する。
【００１９】
　指示体２０は、表示面上の位置を指示する装置である。表示装置１０は、指示体２０に
より指示された位置に応じた処理を行う。この例で、指示された位置に応じた処理は、表
示装置１０の動作モードによって異なる。表示システム１は、この動作モードを自動的に
切り替える機能を有する。
【００２０】
　表示装置１０は、表示手段１１、検知手段１２、送信手段１３、受信手段１４、描画手
段１５、送信手段１６、切り替え手段１７、および通知手段１８を有する。
【００２１】
　表示手段１１は、情報処理措置３０上で動作しているアプリケーションプログラムの画
面を表示面に表示する。アプリケーションプログラムの画面とは、アプリケーションプロ
グラムの実行に伴って情報処理装置３０において生成される画面をいい、例えばマルチウ
インドウのＧＵＩ（Graphical User Interface）の場合にはアクティブなアプリケーショ
ンプログラムのウインドウを含むデスクトップ画面全体をいう。表示面とは画像が表示さ
れる面であり、例えば表示装置１０がプロジェクターの場合はスクリーンまたは壁面、表
示装置１０が液晶ディスプレイの場合は液晶パネルである。
【００２２】
　検知手段１２は、表示面上における指示体２０の位置（以下単に「指示体２０の位置」
という）を検知する。この例で、検知手段１２は、指示体２０の位置を含むイベントを検
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知する。指示体２０は、ユーザーが表示面上の位置を指定するのに用いるものであり、例
えば電子ペンまたはユーザー自身の指である。検知手段１２は、例えば、表示面を撮像す
るカメラを有し、指示体２０の形状または色、もしくは指示体２０に設けられた発光体（
例えば赤外線発光ダイオード）の発光によって指示体２０の位置を検知する。検知手段１
２は、表示面に設けられた圧力センサーや静電センサーにより指示体２０の位置を検知し
てもよい。検知手段１２は、例えば発光体の発光パターンによりイベントの種別を認識す
る。
【００２３】
　指示体２０に関するイベントには、例えばペンダウンイベントおよびペンアップイベン
トがある。ペンダウンイベントは、指示体２０が表示面に接触していることを示すイベン
トである。ペンダウンイベントは、指示体２０が表示面に接触している位置を示す情報（
例えば座標）を含む。ペンアップイベントは、それまで表示面に接触していた指示体２０
が表示面から離れたことを示す。ペンアップイベントは、それまで表示面に接触していた
指示体２０が表示面から離れる前に最後に接触が検知された位置を示す情報を含む。
【００２４】
　送信手段１３は、情報処理装置３０に対して問い合わせを送信する。この問い合わせは
、検知手段１２により検知された指示体２０の位置がＵＩ（User Interface）オブジェク
トに相当する位置であるか否かの問い合わせである。ＵＩオブジェクトとは、情報処理装
置３０上で動作しているアプリケーションプログラムの画面において、そのアプリケーシ
ョンプログラムに対して入力を行うための画像オブジェクト、例えば、アイコン、ボタン
、およびメニュー項目である。ＵＩオブジェクトに相当する位置とは、ＵＩオブジェクト
を含む所定範囲（例えばＵＩオブジェクトの外形に所定のマージンを加えた範囲。第１の
範囲の一例）をいう。なお、この問い合わせは、指示体２０の位置を示す情報を含む。
【００２５】
　受信手段１４は、上記の問い合わせに対する回答を受信する。この回答は、指示体２０
の位置がＵＩオブジェクトに相当する位置であるか否かの判定結果を含んでいる。
【００２６】
　描画手段１５は、表示装置１０の動作モードが第１モードである場合に有効になる機能
であり、指示体２０の位置の軌跡に応じた線（すなわち手書き画像）を表示面に描画する
。この例で、描画手段１５は、ペンダウンイベントが連続して検知されている間の指示体
２０の位置の軌跡に応じて線を描く。より詳細には、描画手段１５は、ペンダウンイベン
トが検知されていない状態から初めてペンダウンイベントが検知された位置から、その後
ペンアップイベントが検知されるまでの位置に応じて線を描く。
【００２７】
　送信手段１６は、表示装置１０の動作モードが第２モードである場合に有効になる機能
であり、指示体２０の位置を示す情報を情報処理装置３０に送信する。なお、描画手段１
５は、第２モードの間の間に検知した指示体２０の位置の軌跡に応じた線は描画しないよ
うにしてもよいし、特定の条件を満たす場合のみ描画するようにしてもよい。
【００２８】
　切り替え手段１７は、表示装置１０の動作モードを切り替える。具体的には、表示装置
１０の動作モードが第１モードである場合において、指示体２０の位置がＵＩオブジェク
トに相当する位置であることを示す判定結果を含む回答を受信手段１４が受信したときは
、切り替え手段１７は、動作モードを第２モードに切り替える。
【００２９】
　通知手段１８は、動作モードが切り替わったことをユーザーに通知する。ユーザーへの
通知は、例えば音、振動、または表示面に表示する画像を介して行われる。
【００３０】
　情報処理措置３０は、実行手段３１、映像供給手段３２、および判定手段３３を有する
。実行手段３１は、プログラムを実行する。映像供給手段３２は、表示装置１０に映像を
供給する。この例で、映像供給手段３２は、実行手段３１が実行しているプログラムの画
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面を供給する。判定手段３３は、表示装置１０からの問い合わせに応じて、その問い合わ
せに係る位置が実行手段３１により実行されているプログラムのＵＩオブジェクトに相当
する位置であるか判定する。さらに、判定手段３３は、判定結果を表示装置１０に送信す
る。
【００３１】
　図２は、表示装置１０のハードウェア構成を例示する図である。表示装置１０は、ＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）１００、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０１、ＲＡＭ（R
andom Access Memory）１０２、記憶部１０３、ＩＦ部１０４、画像処理回路１０５、投
写ユニット１０６、操作パネル１０７、およびカメラ１０８を有する。
【００３２】
　ＣＰＵ１００は、表示装置１０の各部を制御する制御装置である。ＲＯＭ１０１は、各
種プログラムおよびデータを記憶した不揮発性の記憶装置である。ＲＡＭ１０２は、デー
タを記憶する揮発性の記憶装置であり、ＣＰＵ１００が処理を実行する際のワークエリア
として機能する。記憶部１０３は、データやプログラムなどを記憶する不揮発性の記憶装
置であり、例えば、フラッシュＲＯＭ、ＳＳＤ（Solid State Drive）、またはＨＤＤ（H
ard Disk Drive）を含む。なお、記憶部１０３は、ＲＯＭ１０１に含まれていてもよい。
あるいは、記憶部１０３は、ネットワーク上の記憶装置であってもよい。
【００３３】
　ＩＦ部１０４は、外部装置（例えば情報処理装置３０）と信号またはデータのやりとり
を仲介するインターフェースである。ＩＦ部１０４は、外部装置と信号またはデータのや
りとりをするための端子（例えば、ＶＧＡ端子、ＵＳＢ端子、有線ＬＡＮインターフェー
ス、Ｓ端子、ＲＣＡ端子、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface：登録商標
）端子、マイクロフォン端子など）および無線ＬＡＮインターフェースを含む。これらの
端子は、映像入力端子に加え、映像出力端子を含んでもよい。
【００３４】
　画像処理回路１０５は、入力された映像信号（以下「入力映像信号」という）に所定の
画像処理（例えばサイズ変更、台形補正等）を施す。
【００３５】
　投写ユニット１０６は、画像処理が施された映像信号に従って、スクリーンまたは壁面
等の投写面に画像を投写する。投写ユニット１０６は、光源、光変調器、および光学系（
いずれも図示略）を有する。光源は、高圧水銀ランプ、ハロゲンランプ、もしくはメタル
ハライドランプなどのランプ、またはＬＥＤ（Light Emitting Diode）もしくはレーザー
ダイオードなどの固体光源、およびこれらの駆動回路を含む。光変調器は、光源から照射
された光を映像信号に応じて変調する装置であり、例えば液晶パネルまたはＤＭＤ（Digi
tal Mirror Device）、およびこれらの駆動回路を有する。なお、液晶パネルは、透過型
および反射型のいずれの方式であってもよい。光学系は、光変調器により変調された光を
スクリーンに投写する素子などで構成されており、例えばミラー、レンズ、およびプリズ
ムを有する。光源および光変調器は色成分毎に設けられていてもよい。
【００３６】
　操作パネル１０７は、ユーザーが表示装置１０に対し指示を入力するための入力装置で
あり、例えば、キーパッド、ボタン、またはタッチパネルを含む。
【００３７】
　カメラ１０８は、指示体２０の位置を特定するためのカメラである。この例で、指示体
２０は、ペン先に発光体（例えば赤外線発光ダイオード）、圧力センサー、および制御回
路（いずれも図示略）を有する。圧力センサーによりペン先が物体（投写面等）に触れた
ことが検知されると、制御回路は、所定の発光パターンで発光体を発光させる。カメラ１
０８は赤外線カメラであり、投写面の画像を撮影する。ＣＰＵ１００は、カメラ１０８が
撮影した画像から指示体２０の位置および対応するイベントを特定する。
【００３８】
　この例で、投写ユニット１０６は表示手段１１の一例である。投写面が表示面である。
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カメラ１０８およびＣＰＵ１００は検知手段１２の一例である。ＩＦ部１０４は送信手段
１３、受信手段１４、および送信手段１６の一例である。ＣＰＵ１００は、描画手段１５
、切り替え手段１７、および通知手段１８の一例である。
【００３９】
　図３は、情報処理装置３０のハードウェア構成を例示する図である。情報処理装置３０
は例えば汎用のパーソナルコンピューターであり、ＣＰＵ３００、ＲＯＭ３０１、ＲＡＭ
３０２、ＩＦ部３０３、記憶部３０４等のハードウェア要素を有する。記憶部３０４は、
オペレーティングシステム（Operating System、ＯＳ）およびアプリケーションプログラ
ム（例えばプレゼンテーションのスライドを順次表示するプログラム）に加え、表示装置
１０からの問い合わせに対し回答するためのプログラム（以下「位置判定プログラム」と
いう）を記憶している。位置判定プログラムはアプリケーションプログラムのバックグラ
ウンドで動作する。情報処理装置３０においてＣＰＵ３００は実行手段３１および判定手
段３３の一例であり、ＩＦ部３０３は映像供給手段３２の一例である。
【００４０】
２．動作モードの概要
　ここで、表示装置１０の動作モードについて説明する。この例で、表示装置１０の動作
モードには、インタラクティブモード（第１モードの一例）およびＰＣモード（第２モー
ドの一例）がある。
【００４１】
　図４は、インタラクティブモードの概要を示す図である。インタラクティブモードは、
指示体２０の軌跡に応じた線（以下「手書き画像」という）を表示装置１０が描画する動
作モードである。インタラクティブモードにおいては、表示装置１０をホワイトボードや
電子黒板のように使用することができる。さらに、表示装置１０は、映像供給装置から供
給される映像に手書き画像を重ねて合成した画像を表示することができる。例えば、表示
装置１０は、情報処理装置３０で実行されているアプリケーションプログラムの画面の上
に、手書き画像（この場合はアノテーションやメモ書き）を重ねて表示することができる
。図４の例では、ユーザーが指示体２０を投写面にタッチ（接触）させながら移動した軌
跡に伴って、スクリーンＳＣ上に手書き画像ＩＭ１が表示されている。
【００４２】
　図５は、ＰＣモードの概要を示す図である。ＰＣモードは、指示体２０が情報処理装置
３０のポインティングデバイスとして用いられる動作モードである。表示装置１０は、指
示体２０の投写面における位置（座標）を含むイベントを示す情報を情報処理装置３０に
送信する。情報処理装置３０のデバイスドライバーは、表示装置１０から送信される情報
をマウス操作の情報に変換し、ＯＳに引き渡す。
【００４３】
　表示装置１０は、情報処理装置３０で実行されているアプリケーションプログラムの画
面を表示する。この例で、この画面は、マウスカーソルＣおよびアプリケーションプログ
ラムのウインドウＷを含んでいる。ウインドウＷは、ボタンＢを含んでいる。ボタンＢは
、ウインドウＷを閉じるためのボタンである。ユーザーが指示体２０で投写面にタッチす
ると、マウスカーソルＣはタッチされた位置に移動する。ユーザーがタッチした位置がボ
タンＢである場合、ボタンＢがクリックされたと解釈され、ウインドウＷは閉じる。
【００４４】
３．動作
　以下、表示システム１の動作例をいくつか説明する。以下の動作例は単独で用いられて
もよいし、２つ以上が組み合わせて用いられてもよい。
【００４５】
３－１．動作例１
　図６は、動作例１に係るモード切り替え処理を示すフローチャートである。図６のフロ
ーは、例えば表示装置１０の電源が投入されたことを契機として開始される。なお、以下
の説明において、ソフトフェアを処理の主体として記載する場合があるが、これは、この
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ソフトウェアを実行しているハードウェア資源（ＣＰＵ等）が他のハードウェア資源（メ
モリーや通信インターフェース等）と共働して処理を行うことを意味する。
【００４６】
　ステップＳ１００において、表示装置１０のＣＰＵ１００は、ペンイベントを検知する
。詳細には以下のとおりである。ＣＰＵ１００は、カメラ１０８により撮影された画像を
定期的に取得する。ＣＰＵ１００は、この画像に含まれている発光点の位置および発光強
度の変化から、ペンイベントおよびそのペンイベントが発生した位置を特定する。この位
置は、スクリーンを基準とした座標系上の座標に変換される。ＣＰＵ１００は、検知した
ペンイベント（座標を含む）をＲＡＭ１０２に記憶する。
【００４７】
　検知されたイベントがペンアップイベントであった場合、ＣＰＵ１００は、処理をステ
ップＳ１１０に移行する。検知されたイベントがペンアップイベント以外のイベントであ
った場合、またはペンイベントが検出されない場合、ＣＰＵ１００は、処理を再びステッ
プＳ１００に移行する。
【００４８】
　ステップＳ１１０において、ＣＰＵ１００は、直近のペンイベントに関するストローク
長を測定する。ストローク長とは、指示体２０の位置の軌跡に応じた線の長さをいう。指
示体２０の位置の軌跡に応じた線とは、連続して検知されたペンダウンイベントに含まれ
る座標を用いて描かれる線、要するに指示体２０が投写面に触れながら移動した軌跡をい
う。ここではＣＰＵ１００は、描き終わったばかりの線（ペンアップイベントが検知され
たばかりの線）について、ストローク長を測定する。
【００４９】
　ステップＳ１２０において、ＣＰＵ１００は、測定されたストローク長がしきい値以下
であるか判断する。このしきい値は、動作モードの切り替えの判断基準となるしきい値で
ある。換言すると、このしきい値は、ユーザーによる指示体２０の操作が、画面上のＵＩ
オブジェクト（アイコンやボタン等）に対する操作であるか、線を描画する操作であるか
の判断基準となるしきい値である。ストローク長がＵＩオブジェクトのサイズ（高さや幅
）よりも短い場合、指示体２０の操作は、ＵＩオブジェクトへの指示入力（クリック等）
である可能性がある。したがって、このしきい値は、ＵＩオブジェクトのサイズ程度の大
きさに設定される。なお、この例ではストローク長がしきい値以下であるかの判断を行っ
ているが、ストローク長がしきい値より短いか否かの判断を行うようにしてもよい。
【００５０】
　ストローク長がしきい値以下であると判断された場合（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
００は、処理をステップＳ１３０に移行する。ストローク長がしきい値を超えていると判
断された場合（Ｓ１２０：ＮＯ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ１５０に移行する
。
【００５１】
　ステップＳ１３０において、ＣＰＵ１００は、ペンアップイベントが検知された座標に
、ＵＩオブジェクトが存在するか判断する。この例では、表示装置１０は、この座標にＵ
Ｉオブジェクトが存在するか自分自身だけでは判断することができないので、映像供給装
置である情報処理装置３０に問い合わせを行う。詳細には以下のとおりである。
【００５２】
　ＣＰＵ１００は、情報処理装置３０に対し問い合わせを送信する。この問い合わせは、
映像信号と同じ経路で送られてもよいし、映像信号と異なる経路で送られてもよい。この
問い合わせは、ペンアップイベントが検知された座標を示す情報を含んでいる。
【００５３】
　表示装置１０から問い合わせを受信すると、情報処理装置３０の位置判定プログラムは
、問い合わせに含まれる座標を、情報処理装置３０のデスクトップ（画面）上の座標に変
換する。位置判定プログラムは、その座標にＵＩオブジェクトが存在するか否か判定する
。位置判定プログラムは、例えば、ＯＳに対し、その座標に、クリックにより反応するオ
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ブジェクトが存在するか問い合わせることにより、この判定を行う。ＯＳは、座標が指定
されると、その座標にクリック可能なオブジェクトが存在するか判定する機能を有してい
る。位置判定プログラムは、この判定の結果を用いて、表示装置１０からの問い合わせに
対する回答を生成する。この回答は、その座標にＵＩオブジェクトが存在するか否かの判
定結果を含む。位置判定プログラムは、生成された回答を表示装置１０に送信する。
【００５４】
　情報処理装置３０から回答を受信すると、表示装置１０のＣＰＵ１００は、その回答に
従って、この座標にＵＩオブジェクトが存在するか判断する。ＵＩオブジェクトが存在す
ると判断された場合（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ１４０に
移行する。ＵＩオブジェクトが存在しないと判断された場合（Ｓ１３０：ＮＯ）、ＣＰＵ
１００は、処理をステップＳ１５０に移行する。
【００５５】
　ステップＳ１４０において、ＣＰＵ１００は、動作モードをＰＣモードに設定する。す
なわち、それまで動作モードがインタラクティブモードであった場合、動作モードはＰＣ
モードに切り替えられる。この場合において、直近の一連のペンイベント（一連のペンダ
ウンイベントが最初に検知されてからペンアップイベントが検知されるまでの連続したペ
ンイベント）はＰＣモードにおいて処理される。それまで動作モードがＰＣモードであっ
た場合、動作モードは維持される。動作モードを設定すると、ＣＰＵ１００は、図６のフ
ローを終了する。
【００５６】
　ステップＳ１５０において、ＣＰＵ１００は、動作モードをインタラクティブモードに
設定する。すなわち、それまで動作モードがＰＣモードであった場合、動作モードはイン
タラクティブモードに切り替えられる。この場合において、直近の一連のペンイベントは
インタラクティブモードにおいて処理される。それまで動作モードがインタラクティブモ
ードであった場合、動作モードは維持される。動作モードを設定すると、ＣＰＵ１００は
、図６のフローを終了する。
【００５７】
　図６のフローは、表示装置１０の電源が投入されている間は定期的に繰り返し実行され
る。この動作例によれば、ユーザーの意図をより反映して動作モードの切り替えが行われ
る。具体的には、指示体２０により描かれる線のストロークがしきい値より短く、かつペ
ンアップが検知された位置がＵＩオブジェクトの位置であった場合、動作モードが自動的
にＰＣモードに切り替えられる。また、ストロークがしきい値よりも長い場合、動作モー
ドが自動的にインタラクティブモードに切り替えられる。なお、ペンアップイベントが検
知された場合であっても、ストロークがしきい値よりも長い場合には、問い合わせは行わ
れない。
【００５８】
　以下、より具体的に判定の例を説明する。以下の例において、長さの単位は画素（ピク
セル）である。また、ステップＳ１２０におけるしきい値は１０画素である。現在実行中
のアプリケーションプログラムにおいて、ＵＩオブジェクトは、（４１５，１７）および
（４２５，２７）を結ぶ線を対角線とする矩形領域にのみ表示されている。
【００５９】
（１）例１
　この例で、タッチ開始座標（一連のペンイベントにおける最初のペンダウンイベントの
座標）が（９６０，３９０）であり、タッチ終了座標（一連のペンイベントにおけるペン
アップイベントの座標）が（９６０，３９５）である。ストローク長は５画素であり、し
きい値よりも短いので、表示装置１０は、（９６０，３９５）にＵＩオブジェクトがある
か情報処理装置３０に問い合わせを行う。この座標にＵＩオブジェクトは無いので、情報
処理装置３０は、ＵＩオブジェクトが無い旨の回答を表示装置１０に送信する。この回答
を受信すると、表示装置１０は、動作モードをインタラクティブモードに設定する。すな
わち、長さ５画素分の短い線を描画する。
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【００６０】
（２）例２
　この例で、タッチ開始座標が（４２０，８０）であり、タッチ終了座標が（４２２，８
１）である。ストローク長は√５画素であり、しきい値よりも短いので、表示装置１０は
、座標（９６０，３９５）にＵＩオブジェクトがあるか情報処理装置３０に問い合わせを
行う。この座標にはＵＩオブジェクトが有るので、情報処理装置３０は、ＵＩオブジェク
トが有る旨の回答を表示装置１０に送信する。この回答を受信すると、表示装置１０は、
動作モードをＰＣモードに設定する。すなわち、長さ√５画素分の線は描画されず、座標
（４２２，８１）がクリックされたことを示すイベントが情報処理装置３０に送信される
。
【００６１】
３－２．動作例２
　図７は、動作例２に係るモード切り替え処理を示すフローチャートである。動作例１に
おいては、ペンアップイベントが発生する度に表示装置１０は情報処理装置３０に問い合
わせを行っていた。すなわち動作例１においてはペンアップイベントが検知される度に情
報処理装置３０との通信待ちの時間が発生するため、表示装置１０と情報処理装置３０と
の通信状況によっては、遅延が生じていると感じられてしまう可能性がある。
【００６２】
　動作例２においては、遅延がユーザーに認識される可能性を低減するため、表示装置１
０が情報処理装置３０へ問い合わせを行う頻度を低減する。そのため、動作例２において
は、前回のペン操作が行われてから一定時間が経過するまでは、モード切り替えの判断は
行われない。詳細には以下のとおりである。
【００６３】
　ステップＳ２００において、表示装置１０のＣＰＵ１００は、ペンイベントを検知する
。ＣＰＵ１００は、検知したペンイベント（座標を含む）を、そのペンイベントを検知し
た時刻と共にＲＡＭ１０２に記憶する。検知されたイベントがペンアップイベントであっ
た場合、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ２１０に移行する。検知されたイベントがペ
ンアップイベント以外のイベントであった場合、またはペンイベントが検出されない場合
、ＣＰＵ１００は、処理を再びステップＳ２００に移行する。
【００６４】
　ステップＳ２１０において、ＣＰＵ１００は、直前のペン操作からの経過時間ΔＴを更
新する。ここで、「直前のペン操作」とは、前回検出されたペンアップイベントをいう。
すなわち時間ΔＴは、前回、線を書き終えてから今回のペンアップイベントに係る線を書
き終えるまでに経過した時間を示す。ＣＰＵ１００は、時間ΔＴの値を更新し、ＲＡＭ１
０２に書き込む。
【００６５】
　ステップＳ２２０において、ＣＰＵ１００は、時間ΔＴがしきい値Ｔｈを超えているか
（すなわちΔＴ＞Ｔｈであるか）判断する。しきい値Ｔｈは、モード切り替えの判断を行
うか否かの判断基準となるしきい値である。時間ΔＴがしきい値Ｔｈ以下であると判断さ
れた場合（ステップＳ２２０：ＮＯ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ２３０に移行
する。
【００６６】
　ステップＳ２３０において、ＣＰＵ１００は、動作モードを維持する。ステップＳ２４
０～Ｓ２８０の処理は、ステップＳ１１０～Ｓ１５０の処理と同様である。この動作例に
よれば、所定のペンイベントが発生する度に情報処理装置３０に問い合わせを行う場合と
比較して、問い合わせを行う頻度を低減することができる。すなわちこの例によれば、例
えば動作モードがインタラクティブモードからＰＣモードに切り替わったときに、その後
しきい値時間が経過するまでは、インタラクティブモードへの切り替えは行われない。
【００６７】
　なお動作例２において、現状の動作モードがインタラクティブモードである場合、ＣＰ
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Ｕ１００は、時間ΔＴを用いた判断（ステップＳ２２０）をスキップしてストローク長の
計測（ステップＳ２４０）に移行してもよい。これは、インタラクティブモードにおいて
クリックに相当する動作（短い点が打たれる可能性）が行われる可能性が低いことに起因
する。
【００６８】
３－３．動作例３
　検知手段１２の具体的構成によっては、指示体２０が投写面にタッチしているかいない
かの２つの状態だけでなく、タッチしている、タッチしていないが投写面との距離が近い
（いわゆるホバリング状態）、タッチしておらず投写面との距離が遠い、の３つの状態を
検知することができる場合がある。動作例３においては、指示体２０がホバリング状態に
あるときに、モード切り替えの判定が行われる。
【００６９】
　図８は、動作例３に係る処理を示すフローチャートである。ステップＳ３００において
、ＣＰＵ１００は、ホバリングイベントを検知する。ホバリングイベントとは、指示体２
０がホバリング状態にあることを示すイベントである。ホバリングイベントは、指示体が
ホバリングしている位置（以下「ホバリング位置」という）を示す情報（座標）を含んで
いる。ホバリングイベントが検知された場合、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ３１０
に移行する。ホバリングイベントが検知されない場合、ＣＰＵ１００は、処理を再びステ
ップＳ３００に移行する。
【００７０】
　ステップＳ３１０において、ＣＰＵ１００は、ホバリング位置にＵＩオブジェクトが存
在するか判断する。この判断は、ステップＳ１３０と同様に行われる。ホバリング位置に
ＵＩオブジェクトが存在しないと判断された場合（ステップＳ３１０：ＮＯ）、ＣＰＵ１
００は、処理をステップＳ３２０に移行する。ホバリング位置にＵＩオブジェクトが存在
すると判断された場合（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップ
Ｓ３３０に移行する。
【００７１】
　ステップＳ３２０において、ＣＰＵ１００は、動作モードを維持する。動作モードを維
持することを決定すると、ＣＰＵ１００は、図８のフローを終了する。
【００７２】
　ステップＳ３３０において、ＣＰＵ１００は、動作モードを待機モードに移行する。待
機モードとは、動作モードの切り替えを保留している状態であって、インタラクティブモ
ードにおける線の描画、およびＰＣモードにおける座標の情報処理装置３０への送信のい
ずれも行わない動作モードをいう。すなわち待機モードにおいては、検知された指示体２
０の座標は履歴として記録されるだけで、線の描画も情報処理装置３０への座標の出力も
行われない。なお、動作モードが待機モードに切り替わると、ＣＰＵ１００は、その旨を
ユーザーに通知してもよい。通知の方法としては、例えば、マウスカーソルの形状をマウ
スモードおよびインタラクティブモードのときと変える、画面に視覚効果（暗転、明転、
点滅等）を加える、電子ペンを振動させる、ビープ音を発生させる等がある。
【００７３】
　ステップＳ３４０において、表示装置１０のＣＰＵ１００は、ペンイベントを検知する
。ＣＰＵ１００は、検知したペンイベント（座標を含む）をＲＡＭ１０２に記憶する。検
知されたイベントがペンアップイベントであった場合、ＣＰＵ１００は、処理をステップ
Ｓ３５０に移行する。検知されたイベントがホバリングイベントであった場合、ＣＰＵ１
００は、処理をステップＳ３００に移行する。検知されたイベントがペンアップイベント
およびホバリングイベント以外のイベントであった場合、またはペンイベントが検出され
ない場合、ＣＰＵ１００は、処理を再びステップＳ３４０に移行する。
【００７４】
　ステップＳ３５０において、ＣＰＵ１００は、直近のペンイベントに関するストローク
長を測定する。ステップＳ３６０において、ＣＰＵ１００は、測定されたストローク長が
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しきい値以下であるか判断する。このしきい値は、ステップＳ１２０で説明したものと同
じである。ストローク長がしきい値以下であると判断された場合（ステップＳ３６０：Ｙ
ＥＳ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ３７０に移行する。ストローク長がしきい値
を超えていると判断された場合（ステップＳ３６０：ＮＯ）、ＣＰＵ１００は、処理をス
テップＳ３９０に移行する。
【００７５】
　ステップＳ３７０において、ＣＰＵ１００は、ペンアップイベントが検知された座標が
ホバリング位置の近傍であるか、すなわちホバリング位置との距離がしきい値以下である
か判断する。このしきい値は、ステップＳ３６０で用いられるしきい値と同じでもよい。
ペンアップイベントが検知された座標がホバリング位置の近傍であると判断された場合（
ステップＳ３７０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ３８０に移行する。ペ
ンアップイベントが検知された座標がホバリング位置の近傍でないと判断された場合（ス
テップＳ３７０：ＮＯ）、ＣＰＵ１００は、処理をステップＳ３９０に移行する。
【００７６】
　ステップＳ３８０において、ＣＰＵ１００は、動作モードをＰＣモードに設定する。動
作モードを設定すると、ＣＰＵ１００は、図８のフローを終了する。
【００７７】
　ステップＳ３９０において、ＣＰＵ１００は、動作モードをインタラクティブモードに
設定する。動作モードを設定すると、ＣＰＵ１００は、図８のフローを終了する。
【００７８】
　この動作例によれば、動作モード切り替えの判断は、指示体２０の投写面へのタッチに
先んじて行われる。すなわち、ユーザーが指示体２０を投写面にタッチする前に動作モー
ドの切り替えの判断を行うことができる。
【００７９】
　以下、より具体的に判定の例を説明する。以下の例において、ステップＳ３６０および
Ｓ３７０におけるしきい値はいずれも１０画素である。現在実行中のアプリケーションプ
ログラムにおいて、ＵＩオブジェクトは、（４１５，１７）および（４２５，２７）を結
ぶ線を対角線とする矩形領域にのみ表示されている。
【００８０】
（１）例３
　この例で、ホバリング位置が（４２０，８０）である。表示装置１０は、座標（４２０
，８０）にＵＩオブジェクトがあるか情報処理装置３０に問い合わせを行う。この座標に
はＵＩオブジェクトが有るので、情報処理装置３０は、ＵＩオブジェクトが有る旨の回答
を表示装置１０に送信する。この回答を受信すると、表示装置１０は、動作モードを待機
モードに設定する。その後、ユーザーは、座標（４２２，８２）からタッチを開始し、座
標（４２２，８１）において指示体２０を投写面から離す。このとき、ストローク長は１
画素であり、ステップＳ３６０のしきい値よりも短い。さらに、ペンアップイベントの座
標とホバリング位置との距離は√８画素であり、しきい値よりも短い。したがって動作モ
ードはＰＣモードに設定され、座標（４２２，８１）がクリックされたことを示すイベン
トが情報処理装置３０に送信される。
【００８１】
（２）例４
　この例で、ホバリング位置が（４２０，８０）である。表示装置１０は、座標（４２０
，８０）にＵＩオブジェクトがあるか情報処理装置３０に問い合わせを行う。この座標に
はＵＩオブジェクトが有るので、情報処理装置３０は、ＵＩオブジェクトが有る旨の回答
を表示装置１０に送信する。この回答を受信すると、表示装置１０は、動作モードを待機
モードに設定する。その後、ユーザーは、座標（４２２，８２）からタッチを開始し、座
標（５００，８１）において指示体２０を投写面から離す。このとき、ストローク長はス
テップＳ３６０のしきい値よりも長い。したがって動作モードはインタラクティブモード
に設定され、指示体２０の軌跡に応じた線の画像が画面上に描画される。
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【００８２】
（３）例５
　この例で、ホバリング位置が（４２０，８０）である。表示装置１０は、座標（４２０
，８０）にＵＩオブジェクトがあるか情報処理装置３０に問い合わせを行う。この座標に
はＵＩオブジェクトが有るので、情報処理装置３０は、ＵＩオブジェクトが有る旨の回答
を表示装置１０に送信する。この回答を受信すると、表示装置１０は、動作モードを待機
モードに設定する。その後、ユーザーは、座標（４２５，８０）からタッチを開始し、座
標（４３１，８０）において指示体２０を投写面から離す。このとき、ストローク長は６
画素でありステップＳ３６０のしきい値よりも短い。ただし、ペンアップイベントの座標
とホバリング位置との距離は１１画素でありしきい値よりも長い。したがって動作モード
はインタラクティブモードに設定され、指示体２０の軌跡に応じた線の画像が画面上に描
画される。
【００８３】
４．変形例
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以
下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち２つ以上のものが組み合わせて用い
られてもよい。
【００８４】
４－１．変形例１
　動作例１～３において、ストローク長を測定する契機（次の処理へ進む契機）となるペ
ンイベントおよびストローク長についての判断条件の組み合わせは、実施形態で説明した
ものに限定されない。例えば、ストローク長を測定する契機となるペンイベントがペンダ
ウンイベントおよびペンアップイベントであり、ストローク長についての判断条件が「ス
トローク長がしきい値より長いか、またはペンアップイベントが検知された時点でストロ
ーク長がしきい値以下である」であってもよい。
【００８５】
４－２．変形例２
　動作例２において、ステップＳ２００からＳ２１０に移行する契機となるペンイベント
はペンアップイベントに限定されない。ペンダウンイベントが検知された場合にＣＰＵ１
００はステップＳ２００からＳ２１０に処理を移行してもよい。
【００８６】
４－３．変形例３
　動作例３の待機モードにおける動作は、実施形態で例示したものに限定されない。以下
の（ｉ）～（ｉｖ）の４つの観点の組み合わせにより、待機モードにおける動作が規定さ
れてもよい。（ｉ）待機モードにおいて最初のペンダウンイベントが検知されたことを契
機として線の描画を開始するか、最初のペンダウンイベントが検知された時点では線の描
画は保留するか。（ｉｉ）ストローク長の測定の契機となるイベントはペンアップイベン
トかペンダウンイベントか。（ｉｉｉ）ストローク長がしきい値より長い場合に次の動作
を行うか、短い場合に次の動作を行うか。（ｉｖ）「次の動作」は何か。
【００８７】
　なお、動作例３では、（ｉ）待機モードにおいて最初のペンダウンイベントが検知され
た時点では線の描画は保留する、（ｉｉ）ストローク長の測定の契機となるイベントはペ
ンアップイベント、（ｉｉｉ）ストローク長がしきい値より短い場合に次の動作を行う。
（ｉｖ）次の動作は、ステップＳ３７０の処理、である。
【００８８】
　例えば、待機モードにおける動作は、（ｉ）待機モードにおいて最初のペンダウンイベ
ントが検知されたことを契機として線の描画を開始する、（ｉｉ）ストローク長の測定の
契機となるイベントはペンアップイベント、（ｉｉｉ）ストローク長がしきい値より短い
場合に次の動作を行う、（ｖ）次の動作は、直近に描画した線の消去（その後、ステップ
Ｓ３７０の処理）であってもよい。
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【００８９】
　別の例で、待機モードにおける動作は、（ｉ）待機モードにおいて最初のペンダウンイ
ベントが検知された時点では線の描画は保留する、（ｉｉ）ストローク長の測定の契機と
なるイベントはペンダウンイベント、（ｉｉｉ）ストローク長がしきい値より長い場合に
次の動作を行う、（ｖ）次の動作は、継続中のペンダウンイベントに係る線の描画。なお
この場合において、ＣＰＵ１００は、ストローク長がしきい値を超えた座標から線の描画
を開始してもよいし、最初のペンダウンイベントが検知された座標まで遡って線の描画を
開始してもよい。
【００９０】
４－４．変形例４
　動作例１および２において、ペンダウンイベントを最初に検出してから、一連のペンイ
ベントに対する動作モードが決定されるまでの間、ＣＰＵ１００は、動作モードを待機モ
ードに移行してもよい。この場合において、以下の（ａ）～（ｄ）の４つの観点の組み合
わせにより、待機モードにおける動作が規定されてもよい。（ａ）待機モードにおいて最
初のペンダウンイベントが検知されたことを契機として（情報処理装置３０からの回答を
待たずに）線の描画を開始するか、最初のペンダウンイベントが検知された時点では線の
描画は保留するか。（ｂ）ストローク長の測定の契機となるイベントはペンアップイベン
トかペンダウンイベントか。（ｃ）次の動作に進むための条件は何か。（ｄ）「次の動作
」は何か。
【００９１】
　動作例１および２における待機モードにおける動作は、（ａ）待機モードにおいて最初
のペンダウンイベントが検知されたことを契機として線の描画を開始する、（ｂ）ストロ
ーク長の測定の契機となるイベントはペンアップイベント、（ｃ）次の動作に進むための
条件は、情報処理装置３０からペンアップの座標にＵＩオブジェクトが存在するという回
答を受信し、かつ描画された線の長さがしきい値よりも短いという条件、（ｄ）次の動作
は、直近に描画した線の消去（その後、モード設定）、であってもよい。
【００９２】
　別の例で、動作例１および２における待機モードにおける動作は、（ａ）待機モードに
おいて最初のペンダウンイベントが検知された時点では線の描画は保留する、（ｂ）スト
ローク長の測定の契機となるイベントはペンダウンイベント、（ｃ）次の動作に進むため
の条件は、継続中のペンダウンイベントに係る線（この判断時点では画面上に描画されて
いない仮想的な線）の長さがしきい値よりも長いという条件、（ｄ）次の動作は、継続中
のペンダウンイベントに係る線の少なくとも一部の描画、であってもよい。なおこの場合
において、ＣＰＵ１００は、ストローク長がしきい値を超えた座標から線の描画を開始し
てもよいし、最初のペンダウンイベントが検知された座標まで遡って線の描画を開始して
もよい。
【００９３】
４－５．他の変形例
　表示装置１０はプロジェクターに限定されず、そのハードウェア構成は図２で例示した
ものに限定されない。液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなど、直視の表示装置で
あってもよい。この場合において、表示装置はタッチスクリーンを有し、表示面上で指示
された位置をタッチスクリーンにより検知する。
【００９４】
　検知手段１２が表示面上の位置を検知する方法および指示体２０に係るイベントを検知
する方法は実施形態で説明したものに限定されない。表示装置１０は、指示体２０の形状
または色によって指示体２０の位置を特定してもよい。また、指示体２０は筐体のグリッ
プ部にボタンを有しており、ユーザーがこのボタンを押したときにペンダウンイベントを
示す信号を出力してもよい（この場合、指示体２０はペン先に圧力センサーを有していな
くてもよい）。あるいは、ビームがスクリーンを覆うように、スクリーンの周囲に発光素
子（レーザーダイオード等）および受光素子（フォトダイオード等）を設け、受光素子か
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【００９５】
　指示体２０は電子ペンに限定されない。特定の形状または色の筐体を有するスタイラス
ペンであってもよいし、ユーザーの指であってもよい。
【００９６】
　実施形態においては動作モードが待機モードに切り替わったときにユーザーに通知が行
われる例を説明したが、インタラクティブモードまたはＰＣモードに切り替わったときに
通知が行われてもよい。この場合において、切り替え後の動作モードに応じて通知の方法
が異なっていてもよい。
【００９７】
　表示システム１において、表示装置１０と情報処理装置３０との間の機能の分担は図１
で例示したものに限定されない。図１の機能の一部は省略されてもよい。また、実施形態
において表示装置１０の機能として説明したものの少なくとも一部を、情報処理装置３０
に実装してもよい。例えば、情報処理装置３０が、描画手段１５に相当する機能を有して
いてもよい。この場合、情報処理装置３０においては、情報処理装置３０上で動作してい
るアプリケーションプログラムの画面を表示装置１０により表示面に表示するステップと
、表示面上において検知された指示体２０の位置を取得するステップと、画面においてア
プリケーションプログラムに対して入力を行うための第１画像オブジェクトを含む所定範
囲内に指示体２０の位置があるか判定するステップと、自装置の動作モードがインタラク
ティブモードである場合、検知された位置の軌跡に応じた線を表示面に描画するステップ
と、動作モードがＰＣモードである場合、検知された位置に第２画像オブジェクトを表示
させるステップと、動作モードがインタラクティブモードである場合において、検知され
た位置が所定範囲内であると判定されたときは、動作モードをＰＣモードに切り替えるス
テップとを実行させるためのプログラムが実行される。なお、このプログラムは、磁気記
録媒体（磁気テープ、磁気ディスク（ＨＤＤ、ＦＤ（Flexible Disk））など）、光記録
媒体（光ディスク（ＣＤ（Compact Disk）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk））など）
、光磁気記録媒体、半導体メモリ（フラッシュＲＯＭなど）などのコンピューター読取り
可能な記録媒体に記憶した状態で提供されてもよい。また、このプログラムは、インター
ネットのようなネットワーク経由でダウンロードされてもよい。
【符号の説明】
【００９８】
１…表示システム、１０…表示装置、１１…表示手段、１２…検知手段、１３…送信手段
、１４…受信手段、１５…描画手段、１６…送信手段、１７…切り替え手段、１８…通知
手段、２０…指示体、３０…情報処理装置、３１…実行手段、３２…映像供給手段、３３
…判定手段、１００…ＣＰＵ、１０１…ＲＯＭ、１０２…ＲＡＭ、１０３…記憶部、１０
４…ＩＦ部、１０５…画像処理回路、１０６…投写ユニット、１０７…操作パネル、１０
８…カメラ、３００…ＣＰＵ、３０１…ＲＯＭ、３０２…ＲＡＭ、３０３…ＩＦ部、３０
４…記憶部
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